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【 代 表 課 】 

総務課  ０４８－７１２－１１２３（直通電話番号） 

（各事業のお問い合わせ先がご不明の場合には、上記代表課にてご確認ください。） 

201



事務事業総点検<改革のカルテ>

(1) (2)
(3)
①
(3)
②
(3)
③
(3)
④
(4) (5) (6) (7)

該
当
な
し

方
向
性

見直し内容
正
規

再
任
用

臨
時

様
式
２

附
表
１

附
表
２

附
表
３

1 区まちづくり推進事業 区長ﾏﾆﾌｪｽﾄ作成業務 196 C 1 1 2

　区長が、仕事への取組姿勢やまちづくりなどの区政運営
の考え方と、それを実現する事業並びに区民ｱﾝｹｰﾄ及び外
部評価による検証・評価を区民に向けて公表することで、
『区政運営の考え方』⇒『実現事業に執行』⇒『検証・評価』
⇒『見直し検討・区政運営への反映』のｻｲｸﾙ（PDCA）を実
践し、区民にとって身近な存在である区役所の周知と区の
独自事業の充実を図る。

ク

　区のまちづくり事業及び区内で行われるさいたま市の各種
事業の情報を集約して紹介できる本事業は、区民への情報
発信の観点からも大変重要である。今後も、区民ｱﾝｹｰﾄ評
価や外部評価を基に、作成業務の手順や効果を検証してい
く。

1.0 1 総務課 ウ-3

2 区まちづくり推進事業
区まちづくり事業支援事業
（緑区自主防災組織連絡会補
助）

400 C 1 1 4

　緑区自主防災組織連絡会が、区主催事業である区防災訓
練及び避難場所夜間運営訓練への協力並びに区民・区内
の自治会・自主防災組織を対象とした防災講演会を実施す
ることにより、地域防災体制の強化を推進して自主防災組
織相互の情報交換を図るとともに、防災知識の習得及び地
域防災力の向上に資することを目的としている。

ク

　本事業は、住民組織による自主活動であり、市が行ってい
る災害対策事業を補完するものとしても、また、地域住民に
よる災害発生時の初期応急活動の充実化を図っていくため
にも、事業は継続していくが、アンケート結果を踏まえ、事業
内容の見直しを検討していく。

1.0 1 1 総務課 オ-8

3 区まちづくり推進事業 災害応急対策事業 105 A 1 1 3
区内で災害が発生した場合の、応急対策に係る委託事業
（土のう整備・道路修繕など）

エ
　災害時の応急対策を、より迅速かつ効率的に実施するた
め、災害応急対策部局への移管を検討する。

0.0 1 総務課 エ-3

4 緑区まちづくり推進事業 区民会議運営事業 5,702 C 1 2
　コミュニティ会議の代表を含む区民が主体となって、緑区と
区民との協働、緑区の特徴・特性を生かした魅力あるまちづ
くりを行うとともに、区政に広く区民の意見を反映させる。

ク

平成21年11月6日、市長からさいたま市市民活動推進委員
会へ「本市における区民会議・コミュニティ会議のあり方」に
ついて諮問を行い、平成２３年度から新体制で臨めるよう現
在同委員会において協議中である。

1.3 1 総務課 ク-1

5 緑区まちづくり推進事業 コミュニティ会議支援事業 4 C 1 1 5
　現在、個々に活動しているコミュニティ会議団体２４団体
が、将来的に連携組織となった場合、会合等に参集する際
に傷害保険に加入し、その組織を安全に運営させる。

ク
地域コミュニティの活性化は様々な点で重要であり、安全に
運営する必要があるが、費用の軽減を図ること等、更に工
夫の余地について検討する。

0.0 1 総務課 ク-1

6 緑区まちづくり推進事業
咲いたまつりパフォーマンス
事業

160 C 1 1
　咲いたまつりにおける緑区のパフォーマンスは、他区より
多数の参加者で行っているため、咲いたまつり実行委員会
の補助金では補えない部分を区予算で補助する。

キ
咲いたまつり実行委員会からの補助金の範囲内で実施す
る。

0.2 1 総務課 キ-1

7 緑区まちづくり推進事業
区まちづくり事業支援事業
（緑区自主防災組織連絡会補
助を除く）

16,993 C 1 4

　住みよい豊かな地域社会の形成に資するため、緑区の区
域内に居住する住民のコミュニティの醸成と緑区のまちづく
り推進を目的とした事業を行う団体に対し、さいたま市緑区
まちづくり推進事業補助金を交付する。

ク
様々な活動を通じたコミュニティの醸成は重要であるが、更
に事業の効果を検証する。

2.8 1 1 総務課 オ-8

8 緑区まちづくり推進事業 区広報紙事業 2,165 C 1 1 2

　市報さいたま裏面５頁に、緑区民を対象とした「市報さいた
ま緑区版」を毎月発行している。区内のイベント情報などを
多く掲載し、区民が緑区をより一層理解してもらうことを目的
に発行している。

ク
地域に密着した情報は必要不可欠であるが、更に工夫の余
地について検討する。

1.0 1 総務課 ク-1

9 緑区まちづくり推進事業 区ガイドマップ事業 756 C 1 1 2

　転入された方や区へ来訪された方に地理を理解し、親しん
でいただくとともに、区内の施設や史跡、文化財、見沼田ん
ぼの四季を感じられるお散歩コースを紹介し、緑区の魅力
を伝えるために、地図を作製する。

ク
区内の地理と史跡等を掲載した情報紙は、区の魅力を発信
する最高の媒体であるが、更に既存の広報物を精査し工夫
の余地について検討する。

0.2 1 総務課 カ-2

10 緑区まちづくり推進事業 防犯啓発事業 1,800 C 1 4

　防犯マップの作製や防犯展、防犯講演会など緑区内の防
犯に係わる連絡、調整、事業の企画を通して、防犯活動の
推進を図っている緑区防犯推進実行委員会への補助金を
交付する。

ク
防犯事業の推進は必要不可欠であるが、アンケートの実施
等によって区民の望む防犯活動を把握することで、更に工
夫の余地について検討する。

1.0 1 1 総務課 ウ-3
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11
交通安全施設維持管理業務
（緑区まちづくり推進事業）

道路反射鏡・公衆街路灯修繕
業務

26,680 C 1 3
自治会・区民からの要望や通報による依頼に基づき、道路
反射鏡及び公衆街路灯の修繕・改良を行う。

ク

交通安全・防犯施設として、現在も多くの設置要望がある事
業であるが、新設分については、交換・修繕の必要の少な
いタイプ（ＬＥＤなど）とするなど、将来的な維持管理費用の
削減が期待できる。しかしながら、既設のものの破損・老朽
化に対する交換修繕等、維持管理の必要があり、廃止・縮
小することは困難であるため、事業として継続する。

1.5 0.2 1 総務課 ク-1

12
公衆便所維持管理業務（緑区
まちづくり推進事業）

公衆便所維持管理業務 456 C 1 1 3 東浦和駅前の公衆便所の機能・衛生維持・管理を行う。 オ
東浦和駅および周辺利用者のための施設で、衛生的に２４
時間利用可能な状態を維持する必要があるため、事業とし
て継続するが、効率的な管理体制について検討する。

0.5 0.2 1 総務課 エ-3

13
衛生害虫駆除業務（緑区まち
づくり推進事業）

スズメバチ等駆除業務 961 C 1 1 1 2 区民からの通報に基づき、スズメバチ等の駆除を行う。 ア

発生場所の管理者（法人・個人）の責において行われる色
合いの強い事業であり、関東エリアの政令指定都市では実
施している市はなく、一部補助制度や用具貸出などへの移
行を含め、廃止する方向で検討する。

0.2 0.2 1 総務課 エ-3

14
交通安全啓発業務（緑区まち
づくり推進事業）

交通安全啓発業務 1,350 C 1 1 1
区民等に交通安全を啓発するためのパンフレット・用品及び
交通安全運動期間中等に使用する資材を制作する。

オ

交通法規の遵守やマナーの向上などの交通安全啓発活動
を所轄警察署と協力して実施する必要があるため、事業は
継続するが、窓口・街頭配布用のノベルティグッズやパンフ
レット等の集約化を費用対効果の観点から進めてゆく。

1.0 0.2 1 総務課 ウ-3

15
土木緊急修繕業務（緑区まち
づくり推進事業）

道路等緊急修繕業務 71,928 C 1 1 1 1 2

道路等緊急修繕：道路等に関する区民からの要望や通報、
苦情並びに他課、警察等からの依頼について、建設事務所
（道路、下水道、河川）と連携し、小規模、緊急性の高い案
件を対応している。

ク
区民からの要望や通報、苦情並びに他課からの依頼につい
て、建設事務所と連携し、緊急的に、また、より迅速に対応
するために継続する。

2.5 0.2 1 総務課 ウ-3

※　「見直しの方向性」は、担当課が考える見直しの方向性とその内容を、「行革本部の
　　 見解」は、行財政改革推進本部が考える「更なる見直しの余地」を示しています。
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